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（午後７時00分 開会）  

○荒川参事兼総務課長 皆様、改めましてこんばんは。 

 本日は、第２回の総合教育会議ということで御案内申し上げましたところ、皆様方には１日

のお仕事を終えられて大変お疲れのところ、またお出にくい時間に御参集いただきましてあり

がとうございます。 

 それでは、ただいまより教育会議のほうを始めさせていただきますが、開催に当たりまして、

町長から皆様に御挨拶を申し上げます。 

───────────────────────────────────────────────── 

    １．町長挨拶 

○木野委員 改めまして、皆さんこんばんは。 

 第２回の総合教育会議ということでございます。 

 もう大体こういう会議を始めるとコロナの状況はどうなっておるのかから始まるんですけれ

ども、今日またすごい人数が出まして、ようやっと１桁になったかと思ったら、いきなりまた

２桁になってしまいまして、どこかでクラスターが出ているんじゃないかなという気がしてい

ますけど、いずれにしても今かなりコロナに対する受け止め方が変化してきています。菌のほ

うはほとんど変わらないんですけれども、我々の受け止め方のほうがかなり緊張感を欠く展開

になっているのかなと思っています。そういうふうには、もう一度腹帯を締め直してという部

分がございます。 

 ただ、世の中の状況を見ておりますと、２類相当から５類への動きというのはもう間違いな

い事実ということで、要は５類に移行してから体制をどのように整えていくかのほうが、今そ

んなフェーズになってきていると思うんです。それをどういうふうにやっていくか。かなり関

係している皆さん、疲弊の度合いが激しいですので、もう一度体制を組み直さないといけない

のかなというのが正直なところでございます。 

 それから、地方を取り巻く状況の中では、やはり何よりも今後の税収見通しがどうなのかな

という部分はございます。来年度の税収、収入見込みについて、まだ今のところ不安はないん

ですが、現下の円安等々を見ておりますと、来年以降の税収にかなり影響を及ぼす可能性があ

りますので、その辺も注意してまいりたいなと、そんなふうに思っております。 

 いずれにしてもお金がないことには、よくちまたの言葉で、ない袖は振れんという言葉があ

るんですが、これから行政ニーズというのは増えるばかりでございます。いろいろ話題になっ

ておりますＩＣＴ化、デジタル化、そういった言葉で標榜されるものは、やっぱりハードのコ

ストがすごくかかります。あえてハードと言いましたが、これは多分数年ごとに繰り返す財政

需要が出てくるということでありますので、１年先、２年先じゃなくて、少なくとも５年先ぐ
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らいまでは見ていかないと財源不足を生じてしまうということでございます。 

 それに加えて、ソフト関連がこの頃非常に大きな財政ニーズとなって跳ね返ってきておりま

す。これは避けて通れません。ＤＸという言葉があります。デジタルトランスフォーメーショ

ンなるものを、これをこれからどういうふうに育てていくかと、行政の中にどういうふうに、

行政も含めてでありますけれども、どう取り入れていくかということになると、ソフトにかけ

るお金もきちっと確保しないと、なかなか世の中についていけない。 

 本来は、ナショナルミニマムというか、国全体を通して要る部分については国費がきちっと

対応してくれんといかんのですけれども、何か地方分権という名の下に、政策の展開が非常に

多くて、ちょっとこれからどうなるのかなという部分がございます。そういう意味では、今日

は来年度の当初予算のお話もさせていただきます。 

 それから、後でお話がありますけれども、学校の２学期制の導入ということについても話題

に出ております。 

 それからもう一つ、スポーツ活動、あえてスポーツ活動と申しましたのは、今、部活動の地

域移行ということなので、発端はやっぱりスポーツの地域移行から議論が始まっています。途

中で、いや、スポーツだけじゃないだろうと、文化活動だって同じではないのかという言葉が

途中から出てきて、並列的に議論しようという話にはなってきておりますが、出発点はスポー

ツということでありました。 

 ここで一つまたどうせ議論の対象になってくるもの、地域移行をしても教育的意味を失って

はやっぱり意味がないということで、いわゆる教育活動としての部活動と地域に移行した後の

スポーツというものをどのように組み合わせていくか。 

 そして、今、国のほうの議論の中で、私も一部関わらせていただいておるんですけれども、

その中で最終的に出てくるのは費用負担、結局のところは費用負担を誰がやるのという話と、

費用負担に伴う問題として、部活動から離れた部分について、例えば安全・安心のためなんで

す。誰が最終責任を取るのというような部分が出てきまして、今まで部活動について、設置者

が地方公共団体でありましたから、最終的には費用負担者である市町村が最終責任を負うとい

うのは比較的分かりやすい論理構成の中で語られてきたわけでありますけれども、ちょっとそ

の部分が、たこの糸が切れてしまう部分が地域移行を下手にやると出てきてしまうという部分

がありまして、それをどうするかという大きな課題があるような気はしております。 

 いずれにしても、いろんな形で今取り巻く状況は刻々と変化しておりますので、皆さんのお

知恵を拝借しながら、我々として一番ベストチョイスは何なのかということを議論してまいり

たいと、そんなふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

    ２．教育長挨拶 

○荒川参事兼総務課長 続きまして、教育長挨拶ということで、教育長が皆様に御挨拶を申し上

げます。 

○長屋委員 皆さん、こんばんは。 

 今日から２月になりました。早いもので今年度もあと２か月というところになっております。 

 先ほどもちょっと話題になりましたが、コロナの状況でいきますと、今日は小学校で４名、

中学校で１名、合計５名の罹患者があるということで、減少傾向にはありますけれども、なく

なりはしないという状況が続いています。 

 あわせて、インフルエンザが若者を中心に流行してきていますので、中学３年生はもう私立

入試が始まっておりますが、これから先まだ公立もありますし、何とか乗り切ってほしいなと

いうふうに思っているところです。 

 岐阜県のほうが、そういう状況の中で医療ひっ迫防止対策強化宣言、これを２月12日まで延

長しました。また、あさってですかね、コロナの対策会議、県のほうの会議があるのでどうな

るかちょっと分かりませんが、そんな状況もある中、国のほうでは、５月８日に５類に移行す

るとか、学校におけるマスクの着用を緩和するとかというようなことが話題になってきている

ので、今後どうなっていくのかなというふうに考えております。 

 いずれにしましても、ウイズコロナでの教育活動ということになると思いますが、この３年

間、学校はノウハウを蓄積しておりますので、そのノウハウを生かして、ポジティブに取り組

んでいきましょうということを町の校長会では話をさせていただきました。 

 本日は、議題にありますように、２学期制の導入というところにつきましては、先日の定例

教育委員会で御意見いただいて、改訂版のリーフレットが資料としてここに出ておりますし、

部活動の地域移行につきましては、12月に来年度予算が大幅に削減されたという状況がありま

す。そんな状況がありますが、方向性は変わらないというところで御議論いただければいいか

なというふうに思います。本日はよろしくお願いいたします。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

    ３．議事録署名者の選出 

○荒川参事兼総務課長 それでは、３番目、議事録署名者の選出でございますが、私のほうから

御指名させていただいてもよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 それでは、私のほうから指名させていただきます。議事録署名者には、
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市橋修様、そして金森京子様、お願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

    ４．協議事項等 

○荒川参事兼総務課長 続きまして、４．協議事項等でございます。 

 まず１番目、令和５年度当初予算についてということで、教育課所管分の予算について御説

明を。 

○野村教育委員会教育課長 では、こんばんは。失礼します。 

 令和５年度の教育課所管分新規・主要事業（案）を御覧ください。 

 教育費の令和５年度の当初予算は６億8,449万2,000円を計上いたしております。積算中の部

分も多くありますので、金額につきましては変わる可能性があるということでお願いいたしま

す。 

 新規・主要事業として15項目を上げさせていただきました。簡単に御説明させていただきま

す。 

 ２番、地域学校協働活動推進事業は、学校と地域が目的を共有、連携・協力しながら、地域

全体で子供たちの成長を支えることとしています。感染症対策をしながら、引き続き事業を進

めていく予定でございます。 

 ５．情報教育推進事業は、ＩＣＴ支援員の配置を生かし、ＩＣＴを活用指導や授業の改善、

児童・生徒の情報活用能力の育成に向けて支援体制を充実させていきます。 

 ６．同じく情報教育推進事業中、学習者用デジタル教科書導入事業です。令和５年度は英語

と数学・算数の一部において国庫補助が確定しております。不足している科目を補い、予算の

範囲内で小・中学校全学年、もう一教科のデジタル教科書を導入する積算となっております。 

 ８．学力向上検定料補助事業は、英語検定においては、小学生が５級以上、中学生は４級以

上を受験する児童・生徒に年１回全額を引き続き補助いたします。令和４年度から新規事業と

して漢検・数検（算検）受験料の補助を始めました。国語、数学（算数）教育の充実を図るた

め、漢検は、小学生が６級以上、中学生は５級以上、数検（算検）は、小学生が７級以上、中

学生は６級以上の検定受験料を同様に補助するものです。 

 ９．英語教育支援員配置事業です。各小学校２名ずつ支援員を配置しております。令和５年

度も同様に配置し、英語教育に力を入れていきます。 

 10．日本語教室開室事業です。日常生活に必要な日本語、日本における生活マナー及びルー

ルの習得を目的として、町内在住の外国人を対象に日本語指導を行います。 

 11．特別支援員配置事業は、支援員を小・中学校に配置を予定しております。学校の事情に

応じ、学習障害や軽度の発達障害のある児童・生徒の教育支援及び援助を行います。 
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 次ページを御覧ください。 

 14．アーリオンホール空調取替事業です。輪之内町文化会館は、平成４年の開館以来31年が

経過しました。既設の空調及び制御盤が老朽化し、交換部品がなく修繕が難しいため、更新を

行うものです。 

 19．寺子屋教室開催事業です。令和４年度は夏休みに10日ほど実施いたしました。令和５年

度も夏休み中に寺子屋教室を開催する予定です。 

 21、留守家庭児童教室は、例年どおり開室をしていく予定です。感染対策により、各校３教

室から６教室へ増室し、開室をしています。 

 次ページをお願いいたします。 

 27．防災士養成事業では、防災士養成講座を中学２年生を対象に行っています。計上する経

費といたしましては、テキスト代、講座の開催委託料、受験料、登録料を計上しております。 

 29．選奨生奨学金貸与事業です。引き続き、優秀な生徒であって経済的理由により就学が困

難な者に対し、奨学金の貸与を行います。令和４年度から新規事業として輪之内町高校生等修

学給付金支給要綱に基づく修学助成事業奨学金を給付しております。 

 33．地域スポーツ文化活動推進事業です。新規の事業となります。中学校の休日部活動につ

いて、令和５年度から地域への移行が段階的に始まるに当たり、輪之内町では地域学校協働活

動中学校本部を主体に推進していく方針が決定されました。休日・夜間等におけるスポーツ活

動や文化活動に、中学生が継続的に親しむ機会を確保していきます。令和５年９月から地域移

行を実施する予定です。 

 36、37、学校給食事業です。学校給食総務管理事業では、学校給食施設の管理業務等経費を、

給食供給事業では、調理業務委託、賄い材料費等を計上しております。センター方式による学

校給食の安定供給と地産地消の推進に努め、安全・安心な完全給食を提供いたします。 

 以上が新規・主要事業でございます。よろしくお願いいたします。 

○荒川参事兼総務課長 新規・主要事業について、ただいま説明がありました。 

 何か御質問等あれば、どうぞ。 

 よろしいですかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 先ほど冒頭で課長が言いましたけど、額の変更等については、来年度は

御案内のように選挙の年でございますので、一応骨格予算で、投資的経費をなるべく控えると

いうふうで編成をするつもりでございますが、中にはここに掲げてあるけど当初予算には、ち

ょっと後から出すというケースもありますので、そこだけお含みをいただきたいと思います。 

○田中委員 骨格という割には格別に御理解いただいておるみたいで、ありがたいなと。 
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○荒川参事兼総務課長 はい。ほとんどフル予算というか、要求のとおりという感じで出させて

いただいておりますので。 

○野村教育委員会教育課長 ありがとうございます。 

○荒川参事兼総務課長 じゃあ、予算についてはこういったことで５年度は事業を進められると

いうことでございますのでお願いいたします。 

 次、小・中学校２学期制の導入についての説明をお願いいたします。 

○長屋委員 ２学期制の導入について、御説明をします。 

 12月の町議会の一般質問にも出ましたけれども、それ以前から定例教育委員会とか町の校長

会で議論をしてきました。その結果、令和５年度から町内の小・中学校で導入しようというこ

とに決めました。 

 これにつきましては、導入による効果、それから近隣とか県の動向等を踏まえてということ

になります。詳しくは別紙のリーフレットに出ておりますので、また後ほど御覧いただければ

と思います。 

 そして、１月の定例教育委員会が先日ありましたが、ここで小中学校管理規則の見直し案が

承認されましたので、公布をしたというところです。 

 今後の予定としましては、各学校において、２月中にＰＴＡの本部役員や学校運営協議会の

委員に御説明をすると。その後、このリーフレットを全保護者に配付して、説明をしていくと

いうことです。 

 地域住民への周知につきましては、「広報わのうち」の４月号の教育委員会のページがＡ

４・１枚あるんですけれども、その中の半分スペースをもらいましたので、その半分にこうい

うふうに変わりますということを、このリーフレットのように詳しく述べないで、こういうふ

うに変わりますというポイントだけを示していこうというふうに今のところ考えているところ

です。以上です。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 

 この２学期制については、教育委員さんの中ではもう御承認いただいて、規則改正までやら

れたということですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 町長、行政側として何か、行政側というか町長部局として何か。 

○木野委員 基本的に、学校運営そのものについては、やっぱり自主性を尊重したいと思ってい

ます。 

○荒川参事兼総務課長 じゃあ、そういうことで、皆さんもう協議は済んでいるということで、

これをあとは町民等に周知していくという段階にあるということでよろしゅうございますね。
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分かりました。 

 では、３番目、部活動の地域移行について、お願いいたします。 

○加納教育委員会主任指導主事 よろしくお願いします。 

 前回の総合教育会議のときにも少し説明させていただいて、現在の進捗状況ということで話

させていただきます。 

 こちらのお配りしたものは何かといいますと、12月22日に、輪之内中学校の現在の各部活動

の保護者会長と現在委嘱している外部指導者の方に集まっていただいて、自分から説明をさせ

ていただきました。そのことについて少し説明をさせていただきます。 

 この資料は、そのときに出したものの全てではございません。 

 まず最初に、この一番最初の１というところに部活動地域移行の方向ということで、保護者

の中、指導者の中で、やっぱり知っていらっしゃる方と本当に全く知らない方がいると予想さ

れましたので、これまでの文科省の地域移行の流れであるとか、どういう文書が出ているかと

いうものを出させていただいて、説明をさせていただきました。そのときはまだ文科省のほう

から方向転換をされている前だったので、３年間で、来年から３年間をかけて完全移行をして

いくというような話とかをさせていただきました。 

 ただ、12月末に少し方向が変わって、来年度については実証実験みたいな形にするというこ

とが出ていたので、期限を設けないというふうに、その説明会をした後にニュースの場で報道

されております。そのことについては、説明はまだしておりません。 

 それで、２ページのほうで、現在の輪之内中学校の部活動の現状を確認させていただきまし

た。以前も話させていただいたんですが、半年間ぐらいはもう部活動はほぼ平日はやっていな

いというような状態であるとか、土・日の１日は社会部活動という形でもう先生が来ない状況

であるということです。この輪之内の現状を見たときに、土曜日は地域部活動で、日曜日は社

会部活動という、またこの間を取ったようなものだったので、そこを一度保護者クラブという

形に戻させてもらって、基本土・日については先生が来ない、地域の、地域といってもいろん

なところから来ていらっしゃるんですけれども、外部の指導者のほうで行っていくという形で

進めています。 

 先ほどあったんですけれども、スポーツクラブのほうとかも調整をしたんですが、なかなか

少年団の絡みであるとか調整が非常に難航しましたので、輪之内町については、当面は地域学

校協働活動の中学校本部のほうで事務的なことを請け負って進めていくという形でやっていこ

うと。現実的には、輪之内中本部と保護者と教育委員会が協力してやっていくという形になる

のかなということです。 

 ３ページのほうの学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像ということで、
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この右側に少しだけ書いて、青い線が引いてあるんですが、この運営団体というのはいろんな

ものが考えられますよということで、輪之内の場合はここに書いてある地域学校協働本部とい

うものでやっていきたいというふうに今考えておりますというような話をさせていただいたん

です。 

 その後、４ページからは、地域学校協働活動で実施する場合ということで、まだ決定ではな

いということで、５ページの金額についても伏せさせていただきました、口頭では少し説明を

させていただいたんですが。輪之内中学校の協働本部で行うことであるとか、団体の登録はど

ういうふうなものか、形状としては今ある部活動が主になっていくということで、何でもオー

ケーというわけではないというような話もさせてもらいました。 

 あと、指導者についてですけれども、やはりこの資格というところで御意見が出たんですけ

れども、全員取らなきゃいけないのかということだったんですが、やはり責任も重くなるとい

うことで、３年間の間で日本スポーツ協会または岐阜県スポーツ協会の資格を取得していただ

いて、責任と自信を持って指導していただきたいということを説明させていただきました。 

 文化部はじゃあどうするのかという御質問が出たんですが、文化部も県の方針としては、こ

の県の岐阜県スポーツ協会の資格は部活動の意義を学習する、そういう時間があるので受けて

ほしいということでしたので、そちらのほうを紹介して、取っていただけるように進めていき

たいというふうに思っています。 

 始めるときは、資格保有がないとという条件を入れると非常に厳しいので、やっていく中で

取っていただくというふうに考えています。 

 あと、先ほど話題にもありましたが、謝礼についてですね。ここちょっと白く抜いてあるん

ですが、２時間までを一応1,000円、５ページの下のところです、４時間までを1,500円という

ふうに積算をしています。 

 ６ページのほうは、保険です。保険は、必ずとは県は言っていないんですけれども、できる

限り入るということですので、部活動とは別で指導者も部員もスポーツ保険に加入して、まず

加入をしないと逆にここには登録できないという形にしていきたいと思っています。 

 ６ページです。事務手続等についてということで、全て中学校協働本部で請け負うにはやは

り厳しいということで、指導者の支払いについては輪之内町教育委員会で、現在規約とかもつ

くっておりまして、今年度中に教育委員会に諮って、整備していけたらなというふうに思って

います。ほぼひな形はつくってあります。まだどこにも出していません。 

 体育館の利用調整についてです。全て本当は学校から離すということも一つの手なんですけ

れども、いきなり行うと本当に部活動の意義、部活動が全く関係ないような感じになってしま

うと思うので、この移行期については土・日・祝日について輪之内中学校の先生の力を借りて
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やっていきたいと考えています。 

 その後、質疑応答ということで、８ページからなんですけれども、事前にＱ＆Ａ形式で作ら

せていただいて、説明をさせていただきました。 

 地域移行がいつからスタートするかだとか、あと平日の放課後の部活動ですね、夏期の間で

すね、夏期というのは４月から９月末ぐらいまでの部活動がどうなるのかとか、現在、社会部

活動の謝礼が１日1,000円というもの、上限50回分というのがあったので、そちらの謝礼のこと

であるとか、登録指導者数は、９ページですね、何人ぐらいまではいいのかとかいうことも説

明させていただきました。 

 あと、10ページ、謝礼のことについて、先ほどお金の件もあったんですけれども、これまで

かなり少ない金額でやっておりましたので、回数も限られていたので、その辺りのことも説明

をさせていただきました。 

 他地区では、受益者負担ということで、そういう地区もあるんですが、取りあえず来年度に

ついては、そこの受益者負担は原則なしでいきたいと考えています。 

 あと、学校の先生で外部指導者として登録することができるかということで、兼職兼業制度

の活用をして行っていきたいと考えています。 

 あと、輪之内町のスポーツクラブとの関わりがあるんですが、ここのところは種目によって

輪之内スポーツクラブに入っている種目と入っていない種目があるので、その辺りは個々に確

認をしていかなければいけないのかなというところで、多くは輪之内スポーツクラブに加入す

ることでスポーツ保険に入っているので、どこかスポーツ保険は１つ入れば大丈夫ですので、

その辺り各団体の選択になるかなと思っています。 

 最後のページの部活動指針は、データは来ております。今月の２月15日に県のどうなったの

かという説明があります。それまではあくまでも案ですので、そこで出されて、それを各市町

でまた訂正をしていくということになるので、どういったことがここで出されるのかはまだ分

からないということだそうです。 

 あと、12ページのところで、休日・夜間のけがやトラブル、けがについてはスポーツ保険に

入るのでよっぽどいいと思うんですが、例えばいじめであるとか人間関係のトラブルがあった

ときにどうしていくのか。ここに書いてあるんですけれども、過渡期なので、中学校のほうで

も指導していきつつ、指導者の方の資質というか、そういうのを高めていかないと何かあった

ときに困ったことになる可能性があるので、そこはどこの地区も非常に心配をされているとい

うのが現状です。 

 というような話をさせていただきました。以上です。 

○荒川参事兼総務課長 ありがとうございました。 
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 これについては、12月、先ほどおっしゃったように22日に説明会の際に言われているわけで

すね。 

○加納教育委員会主任指導主事 はい。 

○荒川参事兼総務課長 分かりました。 

 委員の皆様、何か質問等。 

 どうぞ。 

○田中委員 今の町長さんの御挨拶から思いついた話で申し訳ないんですけど、学校から全く切

り離してしまう、それはそれだけど、結局は輪之内町の中で中学校に事務局があってやってい

ると、結局は責任はここへ来るので、教育長のところへ来るのか、町長さんのところに来るの

か、とにかく輪之内町で責任を持たないといけない。 

 そうすると、全くのクラブチームでやっている分にはいいですけど、この形だと結局町に来

るので、そのときに全体を見ている組織は教育委員会なのか、その間に地域協働活動本部が絡

むのか、あるいは時々それについて１年に一遍ぐらい、話し合う会がないといいんかなと、こ

こ（総合教育会議）でやるか。 

 というのを今町長さんのお話から思いついて、もう一つ町長さんのお話から思いついたのは、

クラブチームみたいにしていったときに、責任者は誰になるのかを練っておかないと、今から。 

○荒川参事兼総務課長 どうぞ。 

○市橋（肇）委員 まだあまりそういうことの議論をしないということで、今確かにこういう移

行についての概要は話されているんだと思うんですけど、詳細な例えば地域学校協働本部なる

ものがどんな役割を果たすのかとか、それから教育委員会はその中でどんなふうに関与してい

くのかとか、全体の運営、管理、責任はどこにあるのかとかいった組織を含めた運営の仕方に

ついては、まだまだこれから検討していく余地があるし、その辺を踏まえた県のガイドライン

なんかも出てくるんじゃないかと思うので、この前定例の教育委員会で御紹介いただいた内容

ではまだ本決まりになっていないとか、県のガイドラインも、そういうことも伺っていたので、

より具体的な話がもう少し煮詰まってこないと、その辺まだ分からないところも多々あるんじ

ゃないかなというふうには想像しているんです。 

 それは随時また今後進捗状況を確認しながら、令和５年度の９月開始する予定と、キックオ

フする予定というようなことが書いてあったので、それまでにもう少し具体化を、詰めていか

なきゃいけないし、教育委員会でもこの話題は追跡、検討していくということでしかないのか

なというふうに自分は捉えているんですけれども、そんな捉え方でよろしいんでしょうかとい

うことですね。 

○荒川参事兼総務課長 どうでしょうか。先ほどの委員長の組織の問題とか、市橋さんの具体的
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なことがもうちょっと明らかになって詰めていくという運営方法で、そういう解釈でよろしい

かという質問ですが。 

○加納教育委員会主任指導主事 まず県から出る、国から出るガイドラインは、どこが運営で、

その細かいことはそこに書いていないです。 

○市橋（肇）委員 そうですか。 

○田中委員 現場の実務的な話しか下りてきていないね。 

○市橋（肇）委員 そういう意味からすると、自前化しなければいけないと。自分のところの力

量に応じた人・物・金、一応考えて、自分のところなりの運営体をつくり上げると。一つは他

市町が先行して運営し始めているようなことも参考にしながら、輪之内としてつくり上げてい

くという考え方でいいですか。 

○加納教育委員会主任指導主事 他市町の状況を聞いていると課題があるというか、結構いろい

ろあるみたいで、簡単にじゃあこうしましょうといかないので、割と今、完璧に決めずに、ち

ょっとうまいこと間を取ってやっているところも、部活動とちょっとうまいこと間を取って現

状やっているそうです。そこをばちっと決めちゃうといろいろ不具合が起きるらしくて。 

○田中委員 輪之内は、西濃地方で下から２番目なので、それで部活の外部化することによって

輪之内を特徴づけようとかという今までの流れがあれば別だけど、様子、情報収集していただ

いて、加納先生、悪いけど、また報告していただいて、輪之内独自に、それでもどこら辺が管

理するところというのは持っておかんと、どこかちゃんとしたところ、そのうちに決めていか

なあかんということは問題意識を持っておってもらわんとまずい。 

○加納教育委員会主任指導主事 基本、結局は教育委員会でやるというふうに考えています。 

○田中委員 それをそのつもりでおっていただければ、そうしたら年に１回か２回ぐらいここで、

うまくいっておりますとか、いや、ここが問題点ですとかというようなことをここでもめばい

い、ここやなくて教育委員会でもめばいいので、これも立ち位置を決めればいいと思うので、

半年かかってゆっくりと。 

○市橋（肇）委員 あと、私ちょっと、そういう形で進めていくということでいいんですけど、

１つちょっと、やっぱり中学校の部活動というのは、今までの経緯からすれば、やはり先生の

指導力によることが非常に高かったと思うので、先生の兼業化というんですか、という形で、

指導者の人材バンクとしては従来の中学校の部活動を指導していただいた先生が人材としては

非常に的確に活動していただけるんじゃないかと。その人たちのめがねにかなったように地域

活動へ移行していく、その先生たちが育てたことのあるような指導者が実は地域にいて、そう

いう人にお願いしていくという格好になるとか、とにかく影響力は非常に大きいと思うので、

できるだけ今部活動を御指導いただいている先生には兼業化していただけるとありがたいなと
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いう、ちょっとウオントというか欲求を持っているんですけれども、その辺よろしくお願いし

たいと思いますけど。 

○加納教育委員会主任指導主事 はい。 

○田中委員 あのね、輪之内で最近の話題でいうと、車椅子で頑張っておる子。頑張っておる、

ああいう子が今後出てきたときに、今の話は普通の９割方、95％ぐらいの生徒さんに適用する

話やけど、ああいう子が出てきたときに、伸びていく伸び代というのはどこかに残しておいて

あげないとと思う。これからの新しい教育の、今のギフテッドまでは行かんけれども、個別最

適な教育というか、伸び代のある子は大いにその点を伸ばしてあげるという点では、伸びる伸

び代を何か上に穴を開けておかなきゃいけないかなと。 

 何でこんなことを言うかというと、今の時代にそういう子がもし出てきたときに、そのため

にやることはないんですけど、出てきたときのゆとりとして、心の広さとして、伸びるだけの

とき、おい伸びろ伸びろと、よく伸びていくねというぐらいの気持ちが持てる組織にしておい

てほしいなと。 

 町長さんの一言からどんどん広がっていって申し訳ないけど。 

○木野委員 いろんな考え方があるし、私がここで一番今、スポーツ庁と全国町村会で協議して

いる部分があって、その辺はまだちょっと言えない部分もあるんだけど、そういう状況からす

ると、今向かっている方向が非常に中途半端に思えて仕方がない。 

 というのは、皆さんのお話をお聞きしていて、結局は部活動と一緒で学校の先生が中心で動

いているよという話にどうも見えて仕方がないんだけれども、そもそも部活動の地域移行の一

つの柱というのは、学校の先生の負担を軽減しよう、そこから始まっておる話なんです。私は、

それにもちょっとスポーツ庁に異を唱えておるんだけど、学校の先生が忙しいんだったら学校

の先生を増やせばいい話なので、だから地域移行という話はちょっと短絡的でしょうと。そこ

のところはどう理解するんですかということは言っています。 

 ただ、そうは言っても教員の総定員をいきなりたくさんに増やすなんていうことは現状では

無理な話で、今現状、加配や何かを見てもスポーツの加配なんてそんなにないわけですから、

そういう意味でちょっとその方向での議論は難しい。 

 さすれば、地域移行の中で何が出てくるかというと、結局地域移行って何だろうというと、

学校からどういうふうに切り離すかという話なんです。そうしないと地域移行の意味がない。

学校関与を全面的に認めた上で地域に移行するとなると、何を移行するのという話になっちゃ

うんです。何も移行するものないでしょうと。それだと何の意味もないよなという話になって。 

 切り離すということの意味は何だろうという話になると、さっき、我々はいつもの最後のと

りでとして地方公共団体もしくは地方公共団体の執行機関の一つである教育委員会というのが
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当然出てくるわけなので、そことの責任分担をどうするんやという話が必ず出てきます。そこ

のところを解決しようと思うと、先ほどから出ている議論の中にも兼職を認める云々という話

がありますよね。兼職を認めると、同じ人が、片一方は地域のスポーツ指導員としての顔を持

ち、片一方は教員としての顔を持っているわけですよ。変な話、そこで事故が起きたときに、

これはどっちの話なんやと。それは逆に、児童・生徒の保護者から見れば、何かへ理屈をこね

ているだけで、結局同じ人がやっておるんやでおまえのところの話やろうという話になれば、

教育委員会なり町の責任にならざるを得んよという話になっちゃう。どう切り離していくかと。

そこの切離しが可能でないならば、こんな移行はすべきでないという議論を今やっています。 

 その議論をしているので、全く３年間で全て移行しようという話が、予算がつかなかったせ

いもあるんだけど、そもそも議論として整理されていないよねということで、これで３年間で

むちゃくちゃどこかへ放り出すなんていう話はおかしいだろうということで、今ちょっとトー

ンダウンしています。 

 ただ、ここで言えるのは、トーンダウンはしているんだけれども、地域移行の方向性を変え

たなんてスポーツ庁は一言も言っていませんからね。それが３年になるのか、５年になるのか、

10年かかるのか知らない。でも、地域移行するんですという、このたいまつは決して放棄して

いませんので、その辺だけを議論の前提に置いておいてもらわないと、まあいいわ、やらへん

でいいわという話にはなりません。 

 現実に戻って、じゃあ今何ができるのと。 

 もう一つあれがあります。３年間で移行するんやというのを真に受けて走っているところと、

そんなもんできっこないなんていって初めから放棄しているところと、特に団体によってまち

まちです。真面目に取り組んでいるところもあります。 

 それは、スポーツ指導員のリソースがしっかりしているところは、地域移行はいつでもでき

ますよと、学校の先生に頼らなくたって、ある分を地域型スポーツの中で受皿がもう既にでき

ますというところもあるし。 

 もう一つ、極端な話、もう一方では、別に部活動でやっておって何の不都合もないんやから、

俺のところで何も地域移行なんて議論する必要がないと思っているところだってあるんですよ、

実は。だから、何も世の中の波に流されて、みんな一緒にどんぶらこ、どんぶらこと違う方向

へ行く必要はないんでないのと思っているところも正直言ってあります。 

 ただ、そういう両極端を除けば、大部分のところは、やっぱり何か今学校の先生大変だよね、

でもどこへ持っていったらいいのといって右往左往しているところがかなりの部分ということ

です。 

 そこで議論している中で、スポーツ庁さんと話をしていると、最後の詰めが全くできていな
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いという話です。じゃあ、指導員って誰でもいいのかという話になると、誰でもいいとは言わ

んけどという話。じゃあ、教育的指導をするのかといったら、全部任せるわけにはいかんわね

と、そういう話になってくるわけですね。じゃあ、この人たちの位置づけは、教育的指導も含

めてやるべきなのか。そこは、今の部活の先生と一緒で、その部分は先生に任せると。じゃあ、

この人たちは何するのと。ただ単にゲームスポーツの技術的側面だけを教えればいいのかと。 

 それで、さっきの話になるんですよ。いじめがあったらどうするのや、誰の責任やと。逆に

言えば、指導者がパワハラすることだっていっぱいありますからね、特にスポーツの世界では。

そういったときに誰がチェックするの。チェッカーがパワハラをやっておったらチェックなん

かできるわけがないよね。そういう個別具体な問題も今ごちゃ混ぜで議論しています。ちょっ

と今方向性、そういう意味では、位置づけの方向性というのはちょっとまだ見えていないなと

いう観点もです。 

 現状はそういうことなので、課題だけは摘示ができるんだけれども、解決の道筋が見つから

ないというのが現状だと思います。 

○田中委員 自分思うに、こういうふわっとファジーで来たときに、輪之内町としてはこれぞチ

ャンスと思って踏み込むかというと、今までのところでは踏み込もうというようなところはな

いよね。今、運動について、そういう状況ではないので。 

 もう一つは、学校の先生がブラックで大変だから地域に移行しようというのは、学校現場の

理論、中学校がとかという話ではなくて、一般の新聞に出てくる義務教育の世界の議論である

と。 

 もう一つは、スポーツ庁が、これをやればまず普通に考えられるのに、底辺が狭くなる、ス

ポーツの。そうすると、スポーツ庁としては困るわけ。ここのところが綱引きをやるんならや

るでもっと真剣にやってもらわんと、うちらとしては答えを出せへんので、この辺の町長さん

としては歯がゆいと思うけど、この辺までしかできんなと。 

 でも、根本的には学校から離したかったんだよね、根本的なところは、最初に言い出したの

は。それに後でスポーツ庁が、いやいや、そんなこといかんでこうやってやるという話に今な

ってきておるので、それなら文化庁もという話に今なってきておるので、雲の上で動いている

のは。 

○木野委員 なかなかね。 

○田中委員 だけど、今の教育的なという話になってくると、僕思うには、もっと安八とかよそ

のところと一緒になってこうやってつくったっていいような気がするんやけど。そうすると、

今何となくたくさんの生徒さんが来て、選手になって一流になっていく、ドラフト１位を目指

す人もいるし、楽しめばいい人も一緒になってというのが、だんだんどっちかへ分かれていく
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わな、学校でやらんと。それでいいかという話になってくる。それは、答えは出てこないけど、

お互いにこうやって今仮の議論をやっておかんと、後でえっということになるかなと。 

○木野委員 大きい流れの中で、十数年前に地域型スポーツクラブをつくるという話の中で、そ

の地域型スポーツをどういうふうに育成していくんやという話の中で、実はこれがうまく育っ

ていれば、そちらへ任せればよかった話なんだけれども、残念ながら、どこの団体も押しなべ

てそうなんだけれども、既存のスポーツ団体を取りあえずホチキスで留めて何とかスポーツク

ラブをつくって、言ってみれば補助金の分配団体にしてしまったというのが大体のところなん

です。必ずしも当初のもくろみどおりにできていない。 

 地域型スポーツの意図するところというのは、これは本来指導者の育成場に含めて、そこで

一元的にやりたいと。だから、そういうふうに一元化されれば、今まで学校が中心になって育

ててきたスポーツの指導者そのものが地域の中で育ってくるやろうと。その状況になったとき

に、学校の部活というかクラブ活動ということになるのかどうか、ちょっとそういう定義の議

論は別として、そういったものを地域型スポーツに移管するということはもっとスムーズにで

きたはずなんだけど、そもそもそれができていない。 

 もう一つ、この議論の中には、子供が少なくなっちゃって集団スポーツができなくなってい

くと。じゃあどうするのといったときに、単独校での指導には限界が出てくるでしょうと。じ

ゃあ、地域の数校が集まってやれるようなところがあれば、そういう集団スポーツもできるか

もしれないということなんだけど、実は議論、さっき出ていましたけど、隣の町と一緒にやり

ましょうといったときに誰がどういう形の中でやっていくのかといって、そこまで議論がまだ

できていないですよね。でも、それはいずれ議論せんならんことです。 

○田中委員 仮にの議論でもやっておかんとあかんやろうね。結論まで出すことはないし、方向

まで出すことはないけど、仮に議論しておかんとならんよね。 

○木野委員 それを考えずに結論を出しちゃったなんていうそしりを受けないようにするために

は、どういう問題点、課題があるんだろうという、その摘出だけはきちっとやっておかんとあ

かんと思う。それも議論したけれどもこうしましたよといえば、まだ話は分かるけど、そんな

ことは知らなかったとか議論していなかったというふうにはしてはいかん。それがあまりにも

多過ぎるというのが今の。 

○市橋（肇）委員 １つあれなんですけど、大垣市は昔から体育連盟なんかがドイツと、一応参

考にスポーツ活動のバルシューレというんですか、地域で例えばサッカーとかそういうものが

クラブ活動が盛んで、その上部団体として今のブンデスリーガとかが育っていると。だから、

そういう地域活動をベースに持ち上げていきましょうというので、モデルとしてドイツなんか

を参考にしたいということで、交歓会をやったりなんかしているんですけど。 
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 サッカーが今の組織をつくっていくときに、Ｊリーグを立ち上げていくときに、下部の組織

まで底辺を広げて、地域から盛り上げていきましょうというクラブチームをたくさんつくった

りなんかして盛り上げていたと思うんですけど、あの形態が地域活動を主体としたもので、部

活動とは言わないと。 

 今、一般の子供さんたちで、ちょっと興味があって、そっちのほうに得意な人たちというの

は、いわゆる下部組織、Ｊ２ならＪ２のチームの下部組織の少年の部のほうへ行ったりなんか

して部活動には入っていないと、そういう状況になってきているんですけど、そういう意味で、

競技によっては、そういう地域活動をベースにした全日本までつながるような組織づくりを、

一応スポーツ庁なんかのところはそういうところを目指しているんじゃないかと思うんです。 

○木野委員 そうですね。よく言われるのは、日本のスポーツ振興、どこから始まっているのと

いいますと、ちょっとヨーロッパで出てきている、地域でそういう素地があって、エリート養

成も含めて、こういう縦の系列できちっとできているところと、地域スポーツは好きな人だけ

がやる、こういう言い方をすると申し訳ないですけれども、好きな人がやっているんだけれど

も、少なくともスポーツ振興、そしてスポーツ指導者養成というのは学校の中から育ってきた

ことって非常に多い、日本の場合は。そういう状況と、何かまるで木に竹を接いだような話に

なると、いきなりこれを全部地域へ投げ出してしまうと言ったって、それは受皿たり得ないと

いうことは皆さん容易に想像できると思うんですよ。本当は、理想は、今市橋さんおっしゃっ

たとおり、全部とは言わないけれども、ある種の集団スポーツなんかは、やっぱりそういう地

元のそういう素地があって、そこからやっぱりみんなが自発的にスポーツに向かってくるとい

う方向がないと、これは育て切れないというふうになると思う。 

 だから、この話あまりここだけで議論しても果てしのない話になっちゃうので。そもそもが

やっぱりまだ議論が尽くされていない部分もある。状況の把握だけきちっとしながら、少し時

間をかけることになるのかなとは思っています。ただ、何もやらないという選択肢はないので。 

○市橋（肇）委員 ただ、私は個人的には、昔国体の競技の中でも教職員のレベルのチームが大

会の中の一分野としてやっていたぐらい、教職員がスポーツを盛んに競い合うというのも全国

レベルで、しかも国体の場でやったりなんかしていたじゃないですか。だから、そういった素

地のある日本のスポーツの振興において、素地が一番強くて、そういったところを育成してき

ているのは、僕は教職員じゃないかと。そこを完全に切り離すなんていうのは、ちょっと何か

せっかくの人材がいるところを横目に見ながらしているのは何か、教職員の方の負担軽減とい

うのも、ちょっと美名の下に本来の目的を見失ってきてはいないかなと。何でも移行できそう

なものはどんどん切り捨てていけば負担軽減になってくるという思いがちょっと強過ぎるんじ

ゃないかなという、そんなことをちょっと思っています。 
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 日本のいろんな社会構成の中で、地域で立ち上げて、その上部の組織まで、国の組織まで立

ち上げていくということはなかなか下手で、日本は欧米を見習って、その上意下達のシステム

の中で何とかやりくりしてきたのが歴史だから、これから２年、３年たってもそんなに極端に

は素地は変わらない。だから、また下の地域の力が活性化して持ち上げていくようなパワーが

あるかといったって、それはない、僕はないと思っているんですけど。 

 だから、上意下達で、中央の文科省とかスポーツ庁がちゃんと話合いをつけて、折り合いを

つけて、そういうガイドラインを示してくれないと、ちょっととにかく人・物・金が動かない

限り、この今の現状を変えていくということは、申し訳ないですけど、田中先生よく言われる

ように、輪之内の身の丈に合っていないようなことは様子を見ていったほうがいいというのも

そのとおりだと思うんですけど、やっぱりそうは言う中でも我々としてできるところだけでも

やっていくということじゃないといけないのかなとは思うんですけど、そのとき教職員が全く

外れる、それはあまりあり得ないというのを僕は言いたいですね。 

○木野委員 そもそもスポーツの技術向上だけだったら、こういう議論も成り立つのかもしれな

いけれど、そもそも教育活動の一環としてスポーツ指導というのもあったわけです。だから、

さっきのちょっと繰り返しになるかもしれないですけれども、教職員の負担軽減という話だっ

たら、教職員を当てにしない組織をつくらないかんですよね。 

 ところが、今の議論を聞いていると、やっぱりそんなもんおかしいやろうと、教育的側面が

あるんやったら、何かの形で関与してもらわなあかんやろうと。じゃあ、関与の仕方ってどう

するんやと。じゃあ、本部としてそこへ参加するということは、やっぱり最初の目的から外れ

てしまう。じゃあ、兼務ならいいのかと。同じことなんですよ、本来は。Ａさんという方が、

時には教員として参加して、時には地域のスポーツ指導員として、二枚看板で参加してという

話ですよね。本当は、多分両方の時間を合算すれば、同じように時間がかかっているはずなん

です。 

 でも、建前としては、たまたまその人が重なっていただけで、切り離しているよねという話

になっちゃうところが、逆に一流のフィクションなのであって、ちょっとほかの人から見れば

何を言っておるのという話にしかならないはずです。 

○田中委員 一番最初にこれが出たときは、ともかく切り離すという話から聞いているし、マス

コミもそういう話、エリートをつくるという話は後からスポーツ庁が言ってきた話で、最初は

切り離すという話やったんやね。そこのところへ話を特化すると、切り離せばいい話やね。ブ

ラックで忙しくて俺仕事できん、切り離す、よう分かる話やん。 

 でも、そのときに、この間から話が、向こうの教育委員会のところで話があれしたのは、そ

のときにモラルがとか態度がとかという話になってきて、それなら教育の一環だという話にな
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ってきて、話がまた元へ戻ってしまったんやね。教育の一環だったら学校でやらなあかん話な

ので、もともと切り離すということはできん話やで。 

 それからもう一つ、素地のほうから考えていくと、地元に体育協会とか事務をやってみえる

会があって、あの人たちがどう捉えてみえるか。今の加納先生の話から聞くと、俺らがやって

いくんだという話の雰囲気ではないな。こっちからお願いする話かもしれんけどね。教員が忙

しいのでよろしく頼むという話なのかも、その辺もうちょっと盛り上がりがないと、時々向こ

うの意見も聞かないと。 

 それでもこれ、議論はするんだけど、さっきの市橋さんの話やないけど、落としどころはそ

んなに奇抜な落とし方はできんけど、一度勉強しないといかんかなと、議論だけは、一流の岐

阜市、大垣市を相手にして議論をやっておかないといかんかなと。 

○市橋（肇）委員 でも、先生、先ほどお話あったんですけど、優秀な人がどんどん機会を与え

ていくことによって、どんどん伸びていく、そういうチャンスは今よく開けていると思ってい

ます、僕は。 

 それより全体、全員をどう体力を維持・向上させるか。特に今コロナで体力が落ちたとか何

とかという話が盛んに言われているんでしょうけど、中学生というのは非常に伸び盛りのとこ

ろで、体力もつけるところなので、やっぱり大多数の生徒をどういうふうに持ち上げていくか

ということは教育だと思うんですよ、僕は個人的には。 

 よくあるんですけど、名称なんかでも中学校の課程では保健体育とか何とかと言っているじ

ゃないですか。そういう保健とか、そういった体育ということも保健ということも頭の隅に入

れながら部活動をして、より高めていく。それで、部活動はよりちょっとテクニックを習得し

ていくために盛んに専業化するという程度じゃないかと、僕は個人的には、古い人間かもしれ

ませんけど、思いますので。 

 結局、ここでも案として出てきているのは、実際に担当する本部というのは中学校本部とか

何とかと書いてあったりして、学校からなかなか離れられないだろう。それで教育委員会が最

終的には面倒を見ていかなきゃいけないだろうと、そこへちゃんと戻っていっちゃうんで、も

うこの議論は……。 

○田中委員 教育委員会に戻したとするとどうなるかというと、岐阜県の教育委員会を見ている

と、スポーツはどうしたか知らんけれども、美術館だとか図書館だとか博物館、切り離したよ

ね。それから、今、地域協働活動のあれも県庁の知事部局へ移したよね。実際は割愛の先生み

たいに先生たちが行ってやっておるんだというけれども、管轄は知事部局だよね。県の教育委

員会が学校教育に特化していくとなると、こっちも影響せざるを得んので、僕は教育というの

は一体としてやるべきだと思うんだけど、お上がそうなってくるとそうならざるを得んので。 
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 それからもう一つ、市橋先生言われる体力の維持・向上とかそういう健康とかいうところは、

保健体育か、何という科目やね、今、あるので、そのために運動場も設置基準か何かであるし、

そっちのほうで対応するので、部活の話ではないので、そこは切り離さないと。昔、知・徳・

体と言ったよね、知育・徳育・体育の体育をやるんだというので保健体育があって、それをさ

らに特化して部活になって、ドラフト１位を目指すと、こういうふうになっておるので、その

ドラフト１位のところを切り離さないとというのが今の話やと思うんやね、学校の先生がブラ

ックで困るというのは。普通に楽しむイントロダクションをやっておいて、あとは自分でテニ

スのクラブへ入るのは自分で将来やればいいよというところは保健体育でいけるので。 

 でも、クラブ活動もそこまでにしておけばいいけど、どこの学校もやり出すと、今度は何と

か大会に行く、そこのところが先生としては負担になってくるわな。 

○長屋委員 負担じゃないんですけれども、例えばそれが専門じゃない人が顧問を任されて、

土・日は必ず、土・日どっちかなんだけど、必ずついていないといけないという、時間的には

拘束されるというのはありますよね。 

 ちょっと話は変わりますけど、私が思うに、地域の受皿の問題もあるんですけど、目指してい

る方向としては、部活動を社会体育に理想の姿として将来的に移行していく、何か移行措置と

いうか、移行段階のような気がしてならない。なぜかというと……。その地域部活動という名

前がついている、部活動という名前がついているので、どうしても学校と関わりが出てくる。

部活動指針にも従わないといけないと。いろいろそういうのはあるんだけど、将来的な社会体

育に行って、生涯スポーツの一環として位置づくのであれば、それはそれでいいし、田中委員

が言われるみたいに、スペシャリストを目指すのであれば、そういう団体に入ればいいので。

そういうちょっとゴールがはっきり分からない状況の中で思っているんですけど。次期学習指

導要領には、部活動という言葉すらなくなる可能性があるんです。 

○市橋（肇）委員 そうですか。 

○長屋委員 はい。というふうに言われているので、それはそうなったらもう学校教育じゃなく

なっちゃう。 

○市橋（肇）委員 うん。 

○長屋委員 はい。そうなると、やっぱり将来的な理想の姿としては、社会体育の中でスポーツ

を楽しみ、将来やっていくような人を目指していくのかなという感じはします。 

○木野委員 そのときに、さっき言ったように、そもそも日本にそういう根づいた地域の基盤が

ないでねということです。それをむしろ先行してやっていくべきなんでしょうということなん

やけど、これは同時並行的にやらないと、こっちだけ育てようといったって絶対無理な話なの

で、これは同時並行的にいろんなことをやっていく必要がある。さっき雰囲気という言葉があ
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ったんだけど、まさしく移行ということは全てのところがやっぱり動く可能性というか、変化

する可能性というものがないとどうしようもないわけ。 

 よく議論を混同というかをやめて選別しなきゃいけないのは、これは別にエリート教育をす

るための組織ではないので、言ってみれば体育そのものの位置づけを学校からシフトしていこ

うということ。それがやっぱりゴールであるとするならば、やっぱり途中で、今いみじくも部

活の位置づけそのものが変わろうとしているという部分があるからこういう議論になっちゃっ

ているんだけれども、その位置づけが変わるということの意味が教育的な側面をやらなくても

いいよというふうに捉えてしまうと、ちょっと問題だよねと。そこを議論していると時々こん

がらがって、いや、学校の先生も兼業で参加してもらえばいいんでしょうという話になっちゃ

う。それは指導者不足というところの解消の一つの方策として、手段として出てきている部分

はあるよねと。本来はそれは補完的な部分であって、それも含めて大きな柱として指導者の一

つとして位置づければいいじゃないかという議論は、ちょっとそれはこれは極論やと思ってい

る。そういう意味では、移行期において補助的に学校の先生がやっぱり経験を生かしながらや

っていくということは、これはいきなり手を引くという話には絶対ならんと思うので、この部

分は必要やと思う。それが最初は３年でええやろうと言っておったのが３年じゃ済まなくなっ

て、お金もつかんしという部分ですわ。 

 だから、何度も繰り返して申し訳ないですけれども、方向性を変えたわけじゃないので、こ

れは５年たつのか、20年たつのか知らないけれども、いずれにしてもゴールは見えているよね

と。それについて議論は、今差し挟むような議論はされていないということです。スポーツ庁

の室伏長官もそう言っていましたね。 

 じゃあ、うちとして何も変わらなくてもいいのかというのは、これはどこかで変えるべき部

分はあるでしょうね。まずそこからだと思うんですよね。 

○荒川参事兼総務課長 種々御議論というか御意見をいただいて、総括させていただくと、やは

り今の段階で12ページにありますように指針が今年度中に示される予定という、今の全国的な

動き、スポーツ庁と例えば内閣府の考え方とかいろいろ聞いておると、まだそんな、何か話が

ループばかりしておって空回りしているような気がします。 

 これについてはあれなんですが、今出た結論的には、いずれやっぱり地域移行というのは命

題としてあるので、それに向けてまず進まなければならない。それについては、今の段階とし

ては、いろんな課題ですね、諸課題を整理して、こうしたときにこうするんやというような、

まずは課題の整理というか、そこを洗い出す、掘り起こしというのがあれかなというような話

の流れだったかと思います。 

 今後は、これについては、加納先生はじめ、いろいろ御尽力いただかなければならないんで
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すが、大変でございますけれども、この課題については今後この総合会議でも進捗を、また教

育委員会の会議でもやっていただくのはもちろんですけれども、行政側もそういったことで話

に加わらせていただくというようなところでよろしゅうございますかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 ４番、その他でございますが、何か皆様方からありますか。 

 よろしゅうございますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○荒川参事兼総務課長 いろんな活発な御意見ありがとうございました。今後もこういった課題、

非常に重い課題について、また継続審議ということにさせていただいて、輪之内町としてでき

得ることをやれる範囲でやっていくというスタンスで進めていくということを確認いたしまし

て、本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

（午後８時24分 閉会）  
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